
自動車保管場所証明等事務取扱要領の制定について（例規通達）

平成３年６月29日

群本例規第17号（交規）警察本部長

〔沿革〕 平成９年２月群本例規第２号（交規）、10月第22号、14年２月第５号（交

規）、23年３月第７号（交規）、６月第29号（交規）、10月第38号（交規）、26

年７月第41号（情管）、28年３月第８号（監）、30年３月第６号（情管）、令

和３年３月第８号（務）、６月第16号（広）改正

（概要）

この規定は、自動車の保管場所の確保等に関する法律及び自動車の保管場所の確保等

に関する法律施行令の改正並びに自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の制

定により、警察署長が行うこととされている自動車の保管場所証明に関する事務につい

て、適正かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めたものである。


